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　米国の世界戦略にとって、在日米軍
基地がますます重要性を増している。
　懸念は、沖縄だけではなく、在日米軍
全体に及ぶと考えなければならない。そ
んな中で、米国の攻撃型原子力潜水艦
（原潜）のグアム母港が決定された。横須
賀に司令部がある第７艦隊はこれまで恒
常的に前進配備の原潜を持っていな
かったが、初めて「第７艦隊所属の原潜」
が生まれる。
　今年２月、米太平洋艦隊潜水艦部隊
（司令部：ハワイ州パールバーバー）広報部
は、２００１年１０月以降に原潜１隻をグアム
に配備すると発表した。２００４年会計年ま
でに計３隻を配備する予定である。
　現在、太平洋艦隊には２６隻の攻撃型
原潜が配備されているが、ハワイに第１

潜水艦隊（６隻、この中の一隻が「えひめ丸」
を沈めたグリーンビル）、第３潜水艦隊（７
隻）、第７潜水艦隊（６隻）、サンディエゴに
第１１潜水艦隊（６隻）があるのみであり、
日付変更線以西を受け持つ第７艦隊に
は恒常的に前進配備された原潜はいな
い。発表によると、グアムに新たに第１５潜
水艦隊を設置し、３隻はそれに所属する
という。
　もっとも警戒をしなければならないの
は、横須賀に司令部を置く第７潜水艦群
との関係である。
　現在、第７潜水艦群に唯一母港をお
いて所属しているのは、潜水艦の修理
や補給に従事する潜水艦母艦フランク・
ケーブルである。グアムのアプラ湾を母

　米、グアムに原潜配備を母港化

司令部は横須賀か

　サンディア国立研究所は、ロスアラモ
ス国立研究所、リバモア国立研究所と
並ぶ三つの米国の核兵器研究所の一
つである。ロバート・ロビンソン所長は、
三つの研究所の所長のなかでも際立っ
て影響力の大きい人物であり、米国上
院が９９年にＣＴＢＴ（包括的核実験禁止条
約）批准を拒否するのに貢献した。数世
代にわたって、米国戦略軍総司令官の
戦略顧問グループ（ＳＡＧ）政策小委員会
の議長を務めた。
　ロビンソン所長の講演は、３月２２日に
ニューメキシコ州アルバカーキで開催さ
れた「核問題政策決定者フォーラム」で
行われた。そこには、ロスアラモス研究
グループのグレッグ・メロなど、核兵器反
対のＮＧＯ研究者も参加した。ロビンソン
の講演の全文は、サンディア研究所の
ウェブ・サイトに掲載されている。
　講演は、「白書：２１世紀のための新し
い核兵器政策を探求する」と題する。題
目からも、核兵器推進側からトータルに
問題提起をしようとする野心的な姿勢が
感じられる。とりわけ、新政権の政策決定

ブッシュ政権の「核態勢見直し」に向けて

核の「悪魔学者」の狙い
サンディア核兵器研究所長が講演

「白書：２１世紀のための新しい核兵器政策を探求する」
　ピースデポの本『検証「核抑止論」』のなかで、著者ロバート・グリーンは、核の「悪魔学」という言葉を生
み出した。難解な核抑止論が「神学」と呼ばれるのに対して、内容においてそれは「悪魔学」である、と彼は
指摘した。この悪魔学の最高権威の一人である、ロバート・ロビンソン・サンディア米国立研究所所長が、
最近、重要な講演を行った。内容は、ブッシュ政権の「核態勢見直し」に影響を与えようとする野心的なも
のであり、現在の「悪魔学」の意図を知る上で重要である。

に影響を与えることを意識したものであ
る。以下には必要部分はできるだけ資料

として使えるよう正確に引用する。梅林
の批判的コメントは、紙面の都合ででき
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港とする。つまり、横須賀に司令部を置き
ながらグアムを母港とし、しばしば横須
賀を訪れる。その理由は、原潜から出た
放射能廃棄物の処理をグアムで行うこと
にあると思われる。（横須賀でも艦対艦の
作業が行われていないという保証はない。）
　第７艦隊の責任区域に入った原潜は
すべて、第７潜水艦群の統制下に入る現
在の仕組みからすれば、グアムを母港に
する第１５潜水艦隊は、横須賀司令部所

るだけ簡潔に留めた。

　米ロは、いまや「戦略的パートナー」と
なって、互いに戦うことはないと思ってい
る、としながらも、ロビンソンは核兵器の
廃絶は、あり得ないと断言する。
　「米ロは、もはや、核兵器の制限を優先
順位のトップに置いていないように見え
る。きっとそれは、冷戦時代に比べて両
国が戦う可能性ははるかに小さいと、ま
すます両国とも考えているからである。
両国は、＜戦略的パートナー＞としての
新しい関係に進む道を探すのに、より多
くの努力を注いでいる。」
　「私の個人的な考えでは、考え得る未
来において核兵器廃絶など非現実的な
夢である。いくつかの理由から、私はこの
考えに到達した。第一は、核兵器を作る
知識を人類の頭から消し去ることはでき
ないことである。数千個の核兵器が既に
存在する世界に、数十個の核兵器が突
然現れても世界の動揺は小さいが、核
兵器のない世界にそれが現れたとする
と、大きな影響を及ぼす。（第２次世界大戦
を終わらせた二つの最初の核兵器の衝撃を

考えれば、十分であろう。）」
（梅林：この程度の理由は、すでに『検証：核

抑止論』が論破している。）

　「核兵器が米国や世界の安全保障に
果たしているユニークな役割を再確認
するような役人の公的発言がほとんどな

属になると思われる。
　グアムが原潜基地として充実すれば、
理屈の上では、横須賀、佐世保などに寄
港する原潜の補給、修理を、そちらでや
らせるという主張も成り立つ。しかし、日
本の工業基盤が勝っていることを考える
と、逆に、これまで無かった母港原潜の
ための多くの仕事が日本に回ってくる可
能性が強いであろう。また、近海での訓
練の頻度も多くなる可能性がある。警戒
が必要である。（梅林宏道）

いために、（軍隊内部も含めて）余りにも多
くの人たちが、もはや核兵器に価値はな
いと信じ始めていることに、私は最近、心
配し始めている。誰かが前に出て、一般
市民のためにこの問題の別の側面を明
確にすべきときであると、私には思われ
る。つまり、第一に、核兵器が（今も近い将
来も）米国、同盟国、友邦の安全保障に
とって死活的な重要性を持ち続けてい
ること、第二に、考えられる未来において
も、核兵器は平和を維持し、戦争を防止
することに永続的な役割を持つであろう
ということ、である。」
（梅林：ロビンソンは、核兵器の斜陽化を憂

い、永久的な復権を狙っている。）

　核兵器の永続化を狙うロビンソン講
演の眼目は、核抑止の目的を「能力１」と
「能力２」に大別するところにある。
　「この枠組みを導入するに当たって、
私は一つの極めて重要な指摘から始め
たい。つまり、ロシアは、今日において米
国の存亡を脅かす能力を持っていると
考えられる唯一の国である。この能力が
残っている限り、ロシアに対するわが国
の抑止戦力の弱体化を放置すること極
めて愚かなことである。」
　「大きな破壊的戦力が存在する以上、
抑止政策と冷戦時代に作られた部隊構
成をすべて放棄することはできないと、
私は確信する。高いところではロシアを

抑止することができ、低いところでは他
の国 の々抑止に適応できるような連続的
な核兵器能力を想定することができる。
今後の情勢によって（とくに戦域核兵器に
関して）、このような政策やそれに伴う能
力が変化するかどうか、変化するとすれ
ばどう変化するかが決まるだろう。ロシア
に取って代わる国が現れなければ、緊
張が緩和し、いつの日か保有核兵器の
高い方の部分が不必要になることを歓
迎するけれども、私は米ロ関係はゆっくり
としか変わらないと予測する。私は、わが
戦略部隊の能力の、これまで通りロシア
を抑止するのに当てられる部分を『能力
１』と命名する。」

　ロビンソンの議論は、核戦力上は中国
を重視していないのが特徴である。
　「核抑止において、他と分離した、ある
いは特別扱いの範疇に中国を特記しな
いことが、中国との戦略的関係にとって、
はるかに望ましいことであると私は考え
る（合衆国は中国とより強い貿易パートナーと
なることを望んでいる）。中国は、戦略核戦
力を増強したり近代化する速度を相当
に抑制してきた。したがって、中国が、現
在配備されているどちらかというと控え
目な戦略核戦力を増強したり、戦略核近
代化の現在の慎重なペースを速めたり
しなければならないような行動を、我 の々
側からとるべきではない。米国が弾道ミ
サイル防衛能力を強化し始めるとき、
我々のミサイル防衛は偶発的発射に対
して有効であろうが、中国の戦略的抑止
力全体に対抗するような設計にはなって
いないことを中国に納得させるために、
同じ問題が発生するであろう。
　もちろん、万一中国が戦力を相当増
強し、ロシアに近い脅威の水準に達した
ならば、米国が採るべき政策、戦略、部隊
へのアプローチが変わることは明かであ
る。」

「能力１」の
抑止

－中心的抑止－

ロシアは米国の
存在を脅かす
能力を持つ唯
一の国である。

中国にノー
コメント

中国がとってい
る控え目な核戦
力を刺激すべき
でない。

核廃絶は
不可能

役人は核兵器が
死活的に重要で
あることをもっと
言うべきである。
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　「広範な脅威の抑止についての議論
を、もう一つの重要な指摘から始めたい。
つまり、核兵器は、今日、ロシア関連以外
の役割や目的をしっかりと持っていると、
私は確信する。誰が米国の敵か、あるい
は敵になりうるか、に関する時期尚早な
論争に火をつけるよりも、私は二つ目の
戦力を、単に『対ロシア以外の戦力』ある
いは『能力２』と呼ぶことにする。」
　「そもそも『我々は実際、誰に対して
核兵器の使用を考えているのか』という
問題は、重要な政治的、国際的問題で
ある。直接の回答は、『もし他に抑止の手
段がなければ、核兵器（あるいは、他の大
量破壊兵器）を米国やその部隊や同盟
国に対して使用しかねないすべての国
家や国家以下の集団』と言えるかも知れ
ない。我 は々、核兵器を持たず、また核兵
器を持った侵略国と同盟関係にない国
に対しては核攻撃をしなという誓約をし
てきた。我 は々、非常に破壊的な他の兵
器（化学、生物、放射能兵器）が貯蔵されて
いる国の場合にも、ときには実際使用さ
れている国の場合においてすら、このよ
うな宣言を公式に維持してきた。もっとも、
前政権は他の大量破壊兵器で武装した
国に対して、いわゆる＜消極的安全保
証＞が適用されるか否かについて、吟
味された曖昧政策を維持した。」
（梅林：曖昧なまま、核兵器国以外への「能力

２」を公然化しようとしている。）

　どのような種類の核兵器が、「能力２」
に求められているかについて、ロビンソ
ンは踏み込んだ議論をしている。この辺
に彼の具体的な意図が見える。
　「広範囲の脅威を抑止するために設
計された戦力が持つべき特性に議論を
進めよう。リビア爆撃の場合のような過去
の紛争や、他の攻撃が検討された計画
段階において、（爆撃機や巡航ミサイルに
よる）非戦闘国家上空の飛行は、攻撃を
するか否か、するとすればどのように攻
撃するかを決定するときの主要な考察
点であった。主権国家の上空を爆撃機
や巡航ミサイルが飛行することは、（飛行
先が上空を越えたところにあっても）弾道ミ
サイルの再突入の場合と同じように国際
法違反である。万一、我々が非ロシア関
連で核抑止を考えるときには、このような
懸念は倍加する。たとえば、我が航空機
やミサイルがロシア国境近く、あるいは
国境を通過して飛行しなければならな
いとすると、ロシアは自国への攻撃と考
え、報復攻撃の引き金を引くかも知れな
い。こう考えると、目標国家への道筋にロ
シアを通過しなければならないとすれ
ば、大陸間弾道弾（ＩＣＢＭ）は、『能力２』と
しては効用が少ない。」
　「次に、中国のいくつかの標的を別に
すれば、『能力２』には多弾頭ミサイルは
ほとんど実用性はないし、持つ必要もな
い。私は、潜水艦発射ミサイルにいくつ
かの低威力の核兵器を積んだ単弾頭兵
器を装備すべきであると考える。これと、
爆撃機や潜水艦から発射する巡航ミサ
イルが、『能力２』における最重要兵器と
なる。なぜならば、これら二つは危機にお
いて＜前進配備＞が可能であり、上空
通過という難問に出くわさないからであ
る。」
（梅林：攻撃型潜水艦に有事に搭載される核

巡航ミサイルの有用さが、明記されている。

これは、日本に寄港する原潜による核兵器の

持ち込みの可能性を示唆している。）
　「強化された地下標的や地中深く埋
められた標的をどう破壊するかという今
も厄介な問題を別にすれば、非ロシア世
界の抑止においては、我 は々高度に正
確な運搬システムを持った低威力核兵
器を、第一義的に望んでいると私は信じ
る。擁護している人もいるが、私はここで
サブ・キロトン兵器（つまり、『ミニ・ニュー
ク』）のことを言っているのではない。そう
ではなくて、付随的被害を最小限にする
必要を念頭に置いてはいるが、埋設さ

れたり隠された標的の破壊を考えるため
には、低キロトン体制の装置を言ってい
るのである。」

　「我 の々核戦力を、それぞれ主目的が
異なる二種類の能力セットに分類するこ
とによって、軍備管理の分野においても
新しい思考をすることができる。」「二つ
に分別された政策、戦略、部隊能力を生
み出すことが、過去の諸協定につきま
とった古典的な問題のいくつかをどのよ
うに解決できるかを検討するのは、時宜
にかなったことである。たとえば、米国は
（ロシアもまた）、中距離核戦力（ＩＮＦ）交渉
や戦略兵器削減交渉（ＳＴＡＲＴ）におい
て、米ロ両国の戦略的核戦力を合意に
そって制約しながらも、通常弾頭用の新
しい運搬システムの開発には過度に制
約にならないような定義を生み出すのに
非常に苦労をした。我々が、『広範囲の
脅威の抑止』（『能力２』の別称）に核兵器
部隊の能力の一部を割きながら、現在の
『中心的抑止』（『能力１』の別称）の戦力に
対する制限を続けようとするとき、同様な
問題が生じることが容易に予想される。」
　「防衛計画においてと同様に、軍備管
理の分野でも考慮されなければならな
い第二の問題は、ならずもの国家におけ
る核兵器や他の破壊兵器の拡散が継
続する傾向である。」「これまでのところ、
現存する協定（核不拡散条約、非核地帯
設立のための協定、核実験禁止条約など）

の成果は極めて少ない。いずれ『能力２』
を制限する協定ができるとしても、このよ
うな脅威の可能性全体を勘案して評価
しなければならない。」
（梅林：『能力２』の分野を公然と確立し、開発

する手を縛ってはならない、とロビンソンは力

説している。これによって、核兵器は永続化

する。）

　「現状を相当に変えようとするときはい
つもそうであるが、この両用の枠組み、
つまり、『中心的抑止』の継続の必要性と

「能力２」の
抑止
－広範囲の脅威の抑止－

「誰に対して核兵
器を使うのか」に
ついて吟味され
た曖昧さを残す。

「能力２」の
中味

ＩＣＢＭは使いにく
い。戦略原潜の単
弾頭・精密化と巡
航ミサイルがよい。

核兵器永続
化の狙い

「能力１」と「能力２」を
明確に区別すること
によって新しい思考
の筋道が開ける。
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日  誌
２００１.４.６～４.２０
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／ＮＹＴ＝ニューヨーク・タイムズ

(作成:吉澤庸子、松永勝利）

次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､川崎哲(ピースデポ)､青柳絢子、笠井謙次、津留佐和子、松永勝利、村上由美、吉澤庸子、梅林宏道

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ＣＤ＝ジュネーブ軍縮会議
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＦＭＣＴ＝兵器用核分裂性物質生産禁

止条約
ＩＣＢＭ＝大陸間弾道弾
ＩＮＦ＝中距離核戦力
ＮＧＯ＝非政府組織
ＮＰＲ＝核態勢の見直し
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＰＡＲＯＳ＝大気圏外での軍備競争の防止
ＳＴＡＲＴ＝戦略兵器削減交渉

今号の略語

●４月６日　印国防相、米大統領と会談。軍事協
力、国防相協議開催で合意。先に米外相に要求し
た核実験後の禁輸措置早期解除は実現せず。
●４月９日　台湾総統、米上院議員と米中軍機事
故に平和的解決を望むコメント。米の台湾への兵
器売却とは切り離すべきとの考えを表明。
●４月１０日　独首相、ロ大統領と会談。「欧州は米
の参加なしにミサイル防衛開発は進めるべきでな
い」と述べる。米ロの直接対話促す。
●４月１２日　米中軍用機接触事故で中国側に拘
束されていた米乗員全員解放。
●４月１２日　台湾行政院長、米中軍用機事故で
米中対決には巻き込まれたくないとし「防衛兵器
は必要で米国は売却すべき」と再コメント。
●４月１３日　ロ外相、下院外交員会で対米関係
について言及し、来月の訪米で議論が見込まれ
るＮＭＤ構想などについて溝があることを指摘。
●４月１８日　ＮＹＴ、米の対台湾武器売却問題に
ついてイージス艦供与は今年は見送る公算が強
いと報じる。
●４月１８日　米中軍用機事故を巡る事務レベル
協議開始。中側は中国近海の米軍偵察活動停止
を要求。米側は拒否の方針。
●４月２０日　台湾陸海空軍、中国軍の台湾上陸
を想定した過去最大規模の軍事演習実施。

沖縄
●４月７日　石川署は当て逃げをした海兵隊員を
任意同行し事情を聴取。容疑を認めたため、米軍
に身柄の引き渡しを要求したが拒否された。

『広範囲の脅威の抑止』への適切な準
備を調和させること、に伴う諸問題を評
価するには、まだ多くの作業が必要とさ
れていることは間違いない。戦略世界や
それに対応する部隊能力を二つの明確
な部分、つまり『能力１』と『能力２』に分割
することが、多くの思考の筋道を解放す
る。そして、来るべき『核態勢の見直し（Ｎ
ＰＲ）』にとり組むときに、我々はこれらの
『新領域』を十分に探求すべきである。」
　このような「悪魔学」の権威の主張は、
１２月までにまとめられる予定のブッシュ
政権の「核態勢見直し」に反映される可
能性が十分にあると、グレッグ・メロたち
は警告している。
　筆者（梅林）が強い危機感を抱くのは、
日本政府もまた、このような思考に傾い
ていることを、外務省とのやりとりで日頃
感じているからである。気を引き締めて
かかりたい。（梅林宏道）

●４月１０日　那覇軍港への米艦船の年間寄港数
が昨年から２年連続で３８隻を記録し、過去９年で
最高となった。
●４月９日　北谷町で、海兵隊員の普通車がオー
トバイと接触後逃走、オートバイの少年は意識不
明の重体。米憲兵隊、海兵隊員の身柄を拘束。
●４月１４日　政府は、辺野古に建設予定の普天
間代替施設の工法について、埋め立て工法を軸
に検討する方針を固めた。

●４月１７日　浦添市長と米海兵隊司令官、市消
防の緊急車両が、キャンプ・キンザー内に立ち入
るのを認める協定書に全国初調印。
●４月１９日　対中国偵察飛行再開を目指すＤＯＤ
は、単独、非武装の偵察機に嘉手納基地所属のＦ
１５戦闘機を護衛につける訓練を開始。

　本誌１３４号に続き、ジュネーブ軍縮会議
（ＣＤ）における新アジェンダ諸国の動きを
追う。今年の第一会期最終日３月２７日の、
アブルナガ・エジプト大使の発言を見る。

ＣＤにＮＧＯの声を－－エジプトが提案

■３つどもえの議題
　ＣＤは、①核軍縮、②大気圏外での
軍備競争の防止（ＰＡＲＯＳ）、③ＦＭＣＴ
（兵器用核分裂性物質生産禁止条約）の
各議題が３つどもえになっている。
　アブルナガ大使は、①核軍縮につい
て、昨年のＮＰＴ（核不拡散条約）再検討
会議での「保有核兵器を完全廃棄す
るという核兵器国の明確な約束」を引
用しながら、ＣＤでの核軍縮特別委員
会の必要性をあらためて訴えた。②Ｐ
ＡＲＯＳについては、エジプトがスリラン
カと協力して国連総会決議（５５/３２）を
圧倒的支持で採択させた（棄権：米、イ
スラエル、ミクロネシア。反対：０）ことを強
調した。③ＦＭＣＴについては、条約が
「実質的な核軍縮の目的をも含む」た
めに、「軍事的貯蔵も含む」核分裂性物
質を扱うべきだとした。
■ＣＤ本会議でＮＧＯの発言を
　ＣＤの膠着を打破するための新鮮な
提案として、アブルナガ大使は、ＣＤに
ＮＧＯの参加権を与えよ、と述べた。
　「市民社会の積極的な参加は、私た
ちの時代の徴候となっている。その意

味で、ＣＤは、限られた数の代表団が
いまだに市民社会に何らの役割を与
えることにも抵抗している、世界の中
でも最後のフォーラムの一つかもしれ
ない。ＮＧＯには、さまざまな方法で、会
議の作業を活性化させることを助ける
潜在力がある。それゆえ、私は、ＮＧＯ
の発言がＣＤの本会議で聞かれるべき
だということを強調する。これはＣＤの
機能を改善し、ＣＤをより効果的にする
ための鍵を握る要素である。」

●Ｍ

●Ｍ

■国際会議呼びかけるムバラク大統領
　アブルナガ大使は、「ムバラク大統
領は、核兵器を世界からなくすための
国際会議を呼びかけてきた。・・・それ
は国連事務総長によって、核の危険に
関する国際会議の呼びかけとしてとり
上げられ、・・・ミレニアム・サミットによっ
て採択された」と述べた。また、「（中東
に）非大量破壊兵器地帯を創ろうとい
うムバラク大統領の構想は、国際社会
の圧倒的な支持を得てきた。」とも述べ
た。日本の大使の中には、ムバラク大
統領は核軍縮へのリーダーシップを
とっていないと批判する声がある。ア
ブルナガ大使のこの発言は、このよう
な日本の批判と対照的である。
　ＣＤ第二会期は５月１４日～６月２９日
まで。最初の議長は中国。（川崎哲）


